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渡
わたなべ

邉 忠
ただよし

義 議員

子
育
て
援
助
活
動
支
援

新
地
方
公
会
計
統
一
基
準

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
の
設
置
は
？

町
長
／
要
望
を
再
確
認
し
検
討
す
る

職
員
の
財
政
意
識
改
革
は
？

町
長
／
研
修
開
催
・
財
政
運
営
方
針
を
示
す

渡
邉
…
子
育
て
中
の
労
働

者
や
主
婦
等
、
児
童
の
預

か
り
の
援
助
を
受
け
た
い

者
と
当
該
援
助
を
行
い
た

い
者
と
の
相
互
援
助
活
動

に
関
す
る
連
絡
、
調
整
等

を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
地

域
に
お
け
る
育
児
の
相
互

援
助
活
動
を
推
進
す
る
と

と
も
に
、
病
児
・
病
後
児

の
預
か
り
、
早
朝
・
夜
間

等
の
緊
急
時
の
預
か
り
や
、

ひ
と
り
親
家
庭
等
の
支
援

な
ど
多
様
な
ニ
ー
ズ
へ
の

対
応
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ

ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業

の
設
置
を
考
え
て
い
る
か

伺
い
ま
す
。

渡
邉
…
新
地
方
公
会
計
統

一
基
準
に
よ
る
財
務
書
類

の
作
成
状
況
、
今
後
の
活

用
方
針
を
伺
い
ま
す
。

町
長
…
こ
ど
も
家
庭
課
内

に
子
育
て
世
代
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
、
町

民
か
ら
の
要
望
を
包
括
的

に
捉
え
、
ご
家
庭
の
子
育

て
支
援
と
し
て
、
新
た
に

子
育
て
世
帯
訪
問
支
援
事

業
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
子
育
て
援
助
活
動
支
援

に
つ
い
て
は
、
援
助
を
行

う
提
供
会
員
の
確
保
や
活

動
に
必
要
な
ス
キ
ル
・
知

識
習
得
の
た
め
の
講
習
会

の
開
催
、
提
供
す
る
サ
ー

ビ
ス
や
援
助
内
容
の
充
実

な
ど
の
課
題
を
捉
え
、
現

況
に
お
け
る
要
望
を
再
確

認
し
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

町
長
…
固
定
資
産
台
帳
の

整
備
と
複
式
簿
記
の
導
入

を
前
提
と
し
た
統
一
的
な

基
準
に
よ
る
財
務
書
類
で

あ
る
公
会
計
財
務
４
表
の

貸
借
対
照
表
、
行
政
コ
ス

ト
計
算
書
、
純
資
産
変
動

計
算
書
、
資
金
収
支
計
算

書
を
平
成
29
年
度
決
算
か

ら
毎
年
度
作
成
し
、
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て

公
表
し
て
い
ま
す
。

　
公
会
計
財
務
４
表
を
基

に
算
出
し
た
住
民
一
人
当

た
り
資
産
額
、
有
形
固
定

資
産
の
行
政
目
的
別
割
合
、

歳
入
額
対
資
産
比
率
、
有

形
固
定
資
産
減
価
償
却
率

等
の
指
標
値
を
参
考
に
、

公
共
施
設
の
修
繕
や
更
新

等
に
係
る
財
政
負
担
の
軽

減
、
地
方
債
残
高
の
圧
縮
、

行
政
コ
ス
ト
の
軽
減
に
活

用
し
取
り
組
む
方
針
で
す
。

渡
邉
…
行
政
職
員
は
、
財

政
的
困
難
と
改
革
の
必
要

性
を
理
解
し
て
お
り
ま
す

か
、
ま
た
、
財
務
書
類
の

作
成
と
活
用
に
関
し
て
、

職
員
の
意
識
改
革
や
人
材

育
成
に
つ
い
て
ど
の
よ
う

に
取
り
組
ん
で
い
く
考
え

か
伺
い
ま
す
。

町
長
…
町
独
自
の
職
員
の

地
方
公
会
計
の
指
導
に
つ

い
て
は
、
令
和
４
年
度
か

ら
公
会
計
財
務
４
表
や
財

務
分
析
の
考
え
方
、
財
政

状
況
等
を
中
心
と
し
た
公

会
計
制
度
に
関
す
る
職
員

研
修
を
開
催
す
る
と
と
も

に
、
当
初
予
算
編
成
方
針

に
お
い
て
、
歳
入
規
模
に

見
合
っ
た
堅
実
な
財
政
運

営
に
つ
い
て
の
方
針
を
示

す
こ
と
を
通
し
、
職
員
に

お
け
る
財
務
書
類
等
の
作

成
と
活
用
に
向
け
て
、
意

識
改
革
や
人
材
育
成
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

子育て世代包括支援センター（こども家庭課）
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高
た か ぎ

木 光
み つ お

雄 議員

相
続
登
記
義
務
化

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

町
民
へ
の
周
知
方
法
は
？

町
長
／
町
Ｈ
Ｐ
や
広
報
で
周
知
す
る

全
職
員
の
遵
守
対
策
は
十
分
か
？

町
長
／
研
修
や
説
明
会
等
で
遵
守
を
徹
底

高
木
…
令
和
６
年
４
月
１

日
よ
り
相
続
登
記
が
義
務

化
さ
れ
、
相
続
に
よ
っ
て

不
動
産
を
取
得
し
た
相
続

人
は
、
３
年
以
内
に
相
続

登
記
の
申
請
を
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
町
と
し
て
町
民
へ
ど
の

よ
う
に
周
知
し
、
支
援
実

行
し
て
い
く
予
定
な
の
か

伺
い
ま
す
。

高
木
…
町
で
は
年
度
事
業

を
執
行
す
る
に
あ
た
り
正

規
職
員
業
務
補
助
の
た
め
、

非
正
規
職
員
と
し
て
、
毎

年
４
月
１
日
採
用
の
会
計

年
度
任
用
職
員
を
広
報
ひ

ろ
の
及
び
回
覧
等
で
募
集

し
て
い
ま
す
。

　
令
和
４
年
度
、
令
和
５

年
度
に
お
け
る
定
員
過
不

足
や
業
務
成
果
に
つ
い
て

伺
い
ま
す
。

町
長
…
福
島
地
方
法
務
局

の
要
請
を
受
け
、
令
和
６

年
３
月
に
法
律
の
概
要
を

記
載
し
た
チ
ラ
シ
を
各
戸

配
布
し
、
令
和
６
年
５
月

に
は
令
和
６
年
度
固
定
資

産
税
納
税
通
知
書
に
所
有

者
向
け
の
チ
ラ
シ
を
同
封

し
周
知
し
ま
し
た
。

　
相
続
登
記
義
務
化
に
つ

い
て
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や

広
報
紙
に
掲
載
し
、
町
民

へ
の
周
知
に
努
め
ま
す
。

高
木
…
東
日
本
大
震
災
後
、

町
で
把
握
し
て
い
る
空
き

家
（
居
宅
、
店
舗
、
事
務

所
等
）
の
総
軒
数
を
伺
い

ま
す
。

　
ま
た
防
犯
、
衛
生
に
対

す
る
住
民
か
ら
の
相
談
や

苦
言
の
有
無
、
こ
れ
ら
の

対
策
を
誰
が
ど
の
よ
う
に

実
施
し
て
い
る
の
か
現
況

を
伺
い
ま
す
。  

町
長
…
令
和
４
年
度
に
お

い
て
、
こ
ど
も
園
に
お
け

る
看
護
師
フ
ル
タ
イ
ム
職

員
１
名
の
応
募
が
無
く
、

看
護
師
パ
ー
ト
タ
イ
ム
職

員
を
採
用
し
対
応
し
ま
し

た
。

　
会
計
年
度
任
用
職
員
は
、

町
民
の
福
祉
向
上
に
向
け

て
業
務
の
遂
行
に
当
た
っ

て
お
り
、
行
政
目
的
は
達

成
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
て

い
ま
す
。

町
長
…
平
成
31
年
に
町
消

防
団
の
協
力
を
得
て
空
き

家
調
査
に
取
り
組
み
、
80

件
の
空
き
家
を
確
認
し
所

有
者
の
調
査
を
実
施
し
て

お
り
ま
す
。

　
住
民
か
ら
の
相
談
や
苦

言
は
、
調
査
後
５
年
間
に

16
件
寄
せ
ら
れ
て
お
り
、

火
災
発
生
の
恐
れ
、
治
安

の
問
題
等
の
理
由
か
ら
、

枝
葉
の
伐
採
や
雑
草
等
の

除
草
を
求
め
る
内
容
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
町
が
空
き
家
の
所
有
者

に
対
し
て
適
切
な
管
理
を

指
導
し
、
所
有
者
の
責
任

の
も
と
で
対
応
に
当
た
っ

て
お
り
、
相
談
等
の
事
案

に
つ
い
て
は
、
処
理
は
完

了
し
て
い
ま
す
。

高
木
…
今
年
に
入
り
県
内

自
治
体
で
不
祥
事
（
情
報

漏
洩
・
公
金
横
領
・
盗
撮
・

入
札
不
備
等
）
が
発
生
し

て
お
り
ま
す
。

　
当
町
全
職
員
の
コ
ン
プ

ラ
イ
ア
ン
ス
遵
守
対
策
は

十
分
か
伺
い
ま
す
。

町
長
…
職
員
の
服
務
の
宣

誓
を
行
い
、
服
務
規
程
に

基
づ
き
服
務
に
当
た
っ
て

い
ま
す
。

　
信
用
失
墜
行
為
の
禁
止

や
秘
密
を
守
る
義
務
等
の

服
務
規
律
は
、
福
島
県
自

治
研
修
セ
ン
タ
ー
で
の
研

修
、
会
計
年
度
任
用
職
員

等
に
対
す
る
町
独
自
の
説

明
会
等
に
お
い
て
、
年
間

を
通
し
て
全
職
員
に
対
し

服
務
規
律
遵
守
等
の
徹
底

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
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